




 年次有給休暇 を 上手に活用し 働き 方・ 休み方を 見直し まし ょ う
●「 年次有給休暇の計画的付与制度」 を 導入し まし ょ う 。

●年次有給休暇付与計画表によ る 個人別付与方式を 活用すれば休暇の分散化にも つな がり ます。

●働き 方・ 休み方改善ポータ ルサイト 　 h t t p s : //w o r k -h o l i d a y . m h l w . g o . j p /

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進

特設サイ ト ▶

1 0 月は「 年次有給休暇
 取得促進期間」です。
1 0 月は「 年次有給休暇
 取得促進期間」です。
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2 ）日数 付 与 日 数 から ５ 日を 除 い た 残り の 日 数 を 計 画 的 付 与 の 対 象 に で き ま す 。

年次有給休暇の付与日数が1 0 日の労働者 年次有給休暇の付与日数が2 0 日の労働者

◎前年度取得さ れずに次年度に繰り 越さ れた日数がある場合には、 繰り 越し 分を含めた付与日数から ５ 日を 引いた日数を 計画的付与の対象と するこ と ができ ます。

例 1 例 2

5 日 5 日 1 5 日 5 日

事業主が計画的に付与でき る 労働者が自由に取得でき る 事業主が計画的に付与でき る 労働者が自由に取得でき る

3 ） 活用方法

方式 年次有給休暇の付与の方法 適し た事業場、活用事例

企 業 、事 業 場 の 実 態 に 合 わ せ た さ ま ざ ま な 付 与 の 方 法 が あ り ま す 。

全従業員に対し て同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、 操業を 止めて全従業員を 休ませるこ と のでき る事業場などで活用

流通・ サービス業など、 定休日を 増やすこ と が難し い企業、 事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により 各人の年次有給休暇を 指定

一斉付与方式

交替制付与方式

個人別付与方式

　「 年次有給休暇の計画的付与制度」と は、年次有給休暇の付与日数のう ち5 日を 除い

た残り の日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り 振ること ができる

制度です。こ の制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり 、労働者にとっては予

定し ていた活動が行いやすく 、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を 導入し まし ょ う 。

 年次有給休暇 を 上手に活用し

働き 方・ 休み方を 見直し まし ょ う

年次有給休暇を土日と 組み合わせると 、連続休暇になります。

また、      点囲みのよう な日に年次有給休暇をさら に組み

合わせること（ プラ スワン休暇）も 考えら れます。

例え ば、毎週金曜日に

年次有給休暇の計画的付与を 活用すると？

1 ） 年次有給休暇付与計画表によ る
　  個人別付与方式の導入例
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年休の計画的付与期間

こ の期間に個人ごと に

計画年休を 取得

スポーツの日 プラ スワン休暇

それぞれの方式に関する労使協定や就業規則などの例は

『 年次有給休暇取得促進特設サイト 』をご確認く ださ い ▶  
年休取得促進

特設サイ ト

年５ 日の年次有給休暇を確実に取得しましょう 。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

労働者の様々な事情に応じ た柔軟な働き方・ 休み方に役立ちます。

全ての企業において、年1 0日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し て、

年次有給休暇の日数のう ち年5日については、使用者が時季を指定し て取得させることが必要です。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認めら れません。 また、 時間単位の年次有給休暇の取得分については、 確実な取得が必要な 5 日間から 差し 引く こ と はでき ません。


